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遡り調査とは

死亡診断書で初めて「がん」が判明した患者の
がん情報について行う調査

 対象 ：死亡診断書を作成した医師の所属する病院又は診療所

 届出の方法 ： GTOL（オンライン調査）もしくは OCR（紙）

GTOLとは・・・
『 がん登録オンラインシステム（Gan-Touroku OnLine system）』
がん登録オンラインシステム：[国立がん研究センター がん情報
サービス 医療関係者の方へ] (ganjoho.jp) をご参照ください。

※2023.5.31に新システムに移行しました。
※旧システムから新システムへの更新が必要です。



死亡診断書のがんについて
 自施設で作成した死亡診断書の記載内容と、

死亡者情報票（＝死亡診断書に基づいて、各市町が作成した帳票）の記録に
矛盾がないか確認する項目。



区分ごとの調査への対応

意味

1 通常回答
調査票に記載されたがんの診断をしたが、
届出が漏れていた場合

調査対象のがんについて、
詳細情報を調査票に記載し、届出します。

2
死亡診断書に記載のがんは
調査対象とは異なる

当該患者のがんの診断をしたが、
調査票の原発部位等が異なる場合
・行政による死亡者情報票作成時の間違い等

修正情報とともに、正しい詳細情報を
調査票に記入し、届出します。

3 死体検案 死体検案のため詳細情報を持たない

4
死亡診断書には
調査対象のがんの記載なし

死亡診断書に「がん」の記載なし。
・行政による死亡者情報票作成時の間違い等

5 調査対象者の該当なし
・行政による死亡者情報票作成時の間違い等
・死亡診断医師、遺族の誤記等

6
調査対象腫瘍の詳細診療情報
なし

死亡診断書を作成し、「がん」の記載をしたが、
診断・治療病院ではないため詳細情報はない場合

調査票の 「死亡診断書のがんについて」の
該当する区分をチェックし、届出します。
初回診断・治療を実施した病院等の名称が
分かれば、備考欄に記入してください。

調査票の「死亡診断書のがんについて」の
該当する区分をチェックし、 届出します。
詳細情報の記入は必要ありません。

区分
調査への対応

死亡診断書のがんについて
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1.通常回答
調査票に記載されたがんの診断をしたが、届出が漏れて
いた場合

例）自施設で3年前にがんと診断された症例だった。

例）2011年診断の乳がん患者さんが亡くなったため調査対象となった。

直近の診断年の場合 → 届出漏れ。ケースファインディングの見直し。
古い診断年の場合 →   届出漏れではありませんが、罹患の把握のため、

回答をお願いいたします。

調査対象のがんについて、詳細情報を調査票に記載し、
届出します。

→ 届出漏れ

→全国がん登録開始以前に自施設でがんと診断、治療後経過観察を
継続していたが、登録対象ではなっかたため届出していなかった。



2．死亡診断書に記載のがん
は調査対象とは異なる
当該患者のがんの診断をしたが、調査票の原発部位等が
異なる場合

例）自施設で膵癌と診断していたが、調査票の原発部位に肝と記載されていた。

例）7月4日に死亡退院していたのに、調査票には7月9日と記載されていた。

行政による死亡者情報票作成時の間違い等
 死亡診断書を記載した医師の字が見づらく正しい情報を拾えていない。
 死亡診断書から転記する際の誤入力。

修正情報とともに、正しい詳細情報を調査票に記入し、
届出します。

原発部位 ： 肝 → 膵癌に修正

死亡日 ： 7月4日 → 7月9日に修正



3.死体検案
死体検案のため詳細情報を持たない

→ 「3.死体検案」にチェックを入れ、届出します。

詳細情報の記入は必要ありません。

3.死体検案

【GTOLによるPDF形式の届出の場合】
「死亡診断書のがんについて」の区分で、
1、2以外を選択することで、②以降の
記入欄がすべてグレイアウトされる。



4.死亡診断書には調査対象の
がんの記載なし
死亡診断書に「がん」の記載なし。

例）死亡診断書には「卵巣のう胞腺腫」と記載されていたが、
調査票は「卵巣のう胞腺癌」

例）死亡診断書には「肺癌疑い」と記載されていたが、調査票は「肺癌」

行政による死亡者情報票作成時の間違い等
 死亡診断書を記載した医師の字が見づらく正しい情報を拾えていない。
 死亡診断書から転記する際の誤入力。

＝良性腫瘍、がん疑い、登録対象ではない腫瘍などが記載されていた。

→ 「卵巣のう胞腺腫」（8440/0）は登録対象外。

→ 「疑い」症例は登録対象外。



4.死亡診断書には調査対象の
がんの記載なし
「4.死亡診断書には調査対象のがんの記載なし」にチェックを
入れ、届出します。詳細情報の記入は必要ありません。

4.死亡診断書には調査対象のがんの記載なし

【GTOLによるPDF形式の届出の場合】
「死亡診断書のがんについて」の区分で、
1、2以外を選択することで、②以降の
記入欄がすべてグレイアウトされる。



5.調査対象者の該当なし
・調査票に記載されている患者は自施設を受診していない。

・調査票に記載されている患者は自施設で診断・治療した
患者かどうかわからない。

例）カルテを検索したが、調査対象者に該当する患者はいなかった。

例）生年月日の「日」が違い、調査票に記載されている住所が老健施設で
カルテの住所は個人宅住所。自施設では同一人物か判断できない。



5.調査対象者の該当なし
「5.調査対象者の該当なし」にチェックを入れ、届出します。
詳細情報の記入は必要ありません。

5.調査対象者の該当なし

【GTOLによるPDF形式の届出の場合】
「死亡診断書のがんについて」の区分で、
1、2以外を選択することで、②以降の
記入欄がすべてグレイアウトされる。



6.調査対象腫瘍の詳細診療
情報なし
死亡診断書を作成し、「がん」の記載をしたが、診断・治療
病院ではないため詳細情報はない場合

例）救急車で自施設へ搬送。乳癌によるDIC（播種性血管内凝固症候群）で
そのまま亡くなった。詳しい診断・治療について自施設では確認できない。

例）狭心症で死亡。2015年にA病院で胃癌を内視鏡切除し、A病院で経過観察
していた。再発はなかったが、医師が死亡診断書に記載した。

→ 区分「6」を選択。備考に上記経過を記載もしくは入力

→ 他院で完結している既往情報のため自施設では胃癌の
詳細情報を持っていない。区分「6」を選択。

・「6.調査対象腫瘍の詳細診療情報なし」にチェックを入れ、届出します。
詳細情報の記入は必要ありません。



6.調査対象腫瘍の詳細診療
情報なし
初回診断・治療を実施した病院等の名称が分かれば、
備考欄に記入してください。

【GTOLによるPDF形式の届出の場合】

多発性骨髄腫。〇〇病院にて診断、治療。

✓ 28 9 1

※入力項目がグレイアウトしても備考は入力可。

死亡票に記載の原発部位や
病理診断は、消してしまっても
遡り調査に支障はありませんが、

登録室で内容チェックする際に
参照できると助かります。

消さずに、あとに続けて入力を
お願いします。



届出済の時は
区分1.通常回答を選択し、届出済みの内容を再度記載
してご提出ください。

その際、必ず備考に「届出済み」とお書き添えください。

お手数をおかけいたしますが
ご協力よろしくお願いいたします。


